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１．はじめに 

1-1 研究の背景と目的 

我が国では、少子高齢化・人口減少による公共施設等の

利用需要の変化や厳しい財政状況に伴い、公共施設の総量

の適正化と再配置が求められている。さらに、施設の利用

人口を長期にわたり確保し、持続的に公共サービスを提供

するための施設整備・運営手法の確立が課題となっている。 

一方で、昭和期に公的主体が郊外で開発した住宅団地

（いわゆるニュータウン）は、入居開始から30年以上が経

過し、団地の老朽化や居住者の高齢化などの課題を抱えて

いる。しかし、それらの団地の多くは今なお多くの住民が

居住し、高い公共施設整備率を誇ることから、今後も限ら

れた公的資金を用いて維持していく必要がある。さらに、

持続的に団地を運営していくためには、団地内の公共施設

の維持・活用も求められる。団地に整備された公共施設の

中でも、複数の機能を有する複合公共施設は、単一機能の

みを有する一般的な公共施設と比較すると延床面積が大き

い場合が多く、建設費・維持費なども多く費やされている。

他方、単一機能のみを有する施設を個別に更新・運営する

よりも建て替え費用や職員配置数を削減できることから、

経済性や利便性が高いという特徴を持っており、今後も持

続的に維持し、有効利用すべき施設であるといえる。 

これまで、団地の実態や持続可能性を検討するために、

団地内に整備された施設を取り扱った研究1)2)や、教育施

設など特定用途の複合公共施設の利活用に関する研究3)4)5)、

市が用途を廃止したあとの管理主体変化による再編に着目

した研究6)はあるが、住宅団地内にある複合公共施設に着

目した研究や施設の用途と管理形態それぞれの変化に着目

した研究はない。 

そこで本研究では、昭和期に公的主体が開発した住宅団

地内にある複合公共施設の運営実態に関する知見を得るた

め、施設の使用用途の変化と各用途の運営・管理形態の変

化の２つの視点から整理し、施設運営手法の現況と変遷を

明らかにする。また、住宅団地内の複合公共施設を運営・

維持していく上で参考となる施設の運営実態を明らかにし、

対象住宅団地内にある複合公共施設の維持・再編に効果的

な施設運営方策を検討・提案することを目的とする。 

1-2 研究の方法 

本研究では、まず選定した対象住宅団地が立地する自治

体に、住宅団地と団地内の複合公共施設(1)に関して問い合

わせる。問い合わせにより存在が確認できた施設の機能と

組織・形態の変化などを把握し、施設運営の実態を探る。 

次に、長期間運営されている施設の運営手法の実態・傾

向を把握するため、昭和期に開設された施設の運営実態・

変遷を整理する。さらに、住宅団地内の複合公共施設を維

持していく際に参考になると考えられる事例を選定し、そ

の施設が取り入れている工夫点や現在の施設形態に至った

経緯、直面している課題点などを明らかにする。 

以上より、今後の施設運営に活用できる知見を得る。 

２．公的主体開発住宅団地内の複合公共施設の実態 

 本章では、昭和期に公的主体が開発した住宅団地内に整

備された複合公共施設の特徴や変遷を分析する。 

2-1 全国調査の概要 

「全国のニュータウンリスト」（国土交通省土地・建設

産業局:2018）に記載されている2022団地のうち、昭和期

に公的主体が事業を開始した比較的規模の大きい562団地

を本研究で扱う住宅団地として選定した（図１）。さらに、

562団地が立地する301自治体への問い合わせ調査(2)より、

375団地の存在を確認した。 
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375団地のうち、複合公共施設を有している団地は79団

地であり、団地内の複合公共施設は89施設(3)であった。89

施設のうち45施設は市のみが、８施設は都道府県のみが、

36施設は公社・公団（自治体と共同の場合も含む）が事業

主体の団地に立地している。 

施設の開設年を問うたところ、89施設のうち34施設は昭

和期に開設されていた。また、現在の施設所有者を問うた

ところ、所有者を確認することができた87施設のうち、大

半の施設（82/87）は市町村が所有する施設であった。 

2-2 施設開設時の運営手法 

(1)施設開設時の機能 

施設開設当初の複合公共施設が有していた機能を問い、

機能を12の機能区分に分類して集計(4)した結果、233機能

（88施設）を確認することができた（表１）。施設開設時

に整備された機能をみると、公民館や生涯学習センターな

どを含む社会教育施設（66機能）、図書館（43機能）、庁舎

（29機能）の機能数が多く、機能全体の約６割（138/233）

を占めていた。また、社会教育施設を有する施設が約７割

（62/88）と も多く、次いで図書館を有する施設が約半

数（43/88）と多かった。一方、資料館や展示場施設、レ

クリエーション施設を有する施設は５施設以下と少なく、

美術館を有している施設は存在しなかった。 

また、88施設は開設時に１～７機能を有し

ていた。２機能を有していた施設が46施設と

も多く、次いで３機能を有していた施設が

24施設と多かった。 

(2)施設開設時の組織・形態 

施設開設当初（もしくは機能が追加された

当初）に各機能を運営していた組織・形態

（組織が各機能を運営する際に用いた手法）

を明らかにした（表２）。確認できた237機能（83施設）の

うち、市町村の直営による機能が169機能（71％）と も

多く、72施設（87％）がこれらの機能を有していた。 

組織に着目すると、市町村が運営している機能が172機

能（表２中の直営169機能、その他３機能）と７割以上

（172/237）を占めていた。このとき、自治体が指定管理

者または業務委託先として運営していると回答のあった機

能（表２中の※）は、自治体ではない組織が運営している

として集計している。施設開設時（もしくは機能が追加さ

れた当初）に民間活力を導入して運営されていた機能は65

機能（表２中の市町村以外の組織が運営している46機能と

※の19機能）であり、市町村が運営している機能と比べて

少なかった。また、約４割（36/89）の施設は公社・公団

（自治体と共同の場合も含む）が事業主体となって開発し

た住宅団地に立地しているが、施設内で公社・公団が運営

する機能は全体で２機能（２施設）と非常に少なかった。 

形態に着目すると、直営が173機能と も多く、全体の

約７割（173/237）を占めていた。業務委託は33機能、指

定管理者制度は21機能であった。 

2-3 施設開設後の変化 

(1)機能の変化 

 施設開設後の機能の変化(5)を問うたところ、16施設で38

※1：①～④の団地は対象から除外した。

①税収の多い東京都区部と政令指定都市内の団地

②施工面積が飛び市街化区域となりうる20ha未満の団地

③極端に大規模な団地（上位5％の施行面積の団地）

④団地の名称が重複している・不明である団地

※2：自治体へのアンケート調査で存在が確認できた団地

は375団地であった

※3：施設が立地する団地と施設の両方に、今後も維持さ

れる方針が示されている施設を抽出

全国のニュータウンリスト［2022団地］

昭和期に公的主体が事業開始［778団地］

複合公共施設を有する※2［79団地］

調査対象※1［562団地(301自治体)］

団地内の複合公共施設［89施設］

昭和期に施設開設［34施設］

今後も維持される方針あり※3［11施設］

機能の変化あり［3施設］

図１ 研究対象となる複合公共施設の抽出過程 

数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％

直営 0 0 0 0 直営 2 1 1 1

指定管理※ 0 0 0 0 指定管理 1 0 1 1

業務委託※ 0 0 0 0 業務委託 13 5 7 8

その他 0 0 0 0 その他 0 0 0 0

直営 169 71 72 87 直営 0 0 0 0

指定管理※ 13 5 9 11 指定管理 3 1 1 1

業務委託※ 6 3 6 7 業務委託 9 4 3 4

その他 3 1 2 2 その他 1 0 1 1

直営 2 1 2 2 直営 0 0 0 0

指定管理 0 0 0 0 指定管理 4 2 2 2

業務委託 0 0 0 0 業務委託 5 2 4 5

その他 0 0 0 0 その他 6 3 6 7

83

機能
組織

機能 施設

非営利
団体

形態

※自治体が指定管理者または業務委託先として機能を運営していると回
答したが、実際は別組織が運営していると考えられる。

市町村
民間
企業

形態 組織

公社
・
公団

その他

総機能数 237 施設数

施設

都道
府県

表１ 施設開設時の機能 

数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％

社会教育施設 66 28 62 70 会議場 17 7 17 19

図書館 43 18 43 49 資料館 4 2 4 5

庁舎 29 12 29 33 展示場施設 3 1 3 3

児童福祉施設 23 10 20 23 レクリエーション 2 1 2 2

老人福祉施設 19 8 19 22 美術館 0 0 0 0

運動施設 17 7 17 19 その他 10 4 7 8

総機能数 233 施設数 88

機能 機能
機能数 施設数 機能数 施設数

表２ 施設開設（もしくは機能が追加された）時の組織・形態 
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回機能が変化していた（表３左施設全体の機能欄）。機能

が変化した16施設のうち、12施設では機能が複数回変化し

ていた。また、新たな機能を追加した施設が15施設（26回

追加）、機能を撤退させた施設が10施設（12回撤退）であ

った。さらに、施設開設からの経過年と機能変化の関係に

着目すると、施設開設から10年以内には10回機能が変化し、

半数以上（21/38）の変化は20年以内に生じていた。 

(2)組織・形態の変化 

施設開設後（もしくは機能の追加後）の組織・形態の変

化(6)を問うたところ、33施設で組織が12回、形態が68回変

化していた（表３左施設全体の組織・形態欄）。33施設の

うち、半数以上の施設（19/33）で組織もしくは形態が複

数回変化していた。また、組織の変化を伴わない形態のみ

の変化が57回（26施設）と も多く、組織と形態が同時に

変化したのは11回（６施設）、形態の変化を伴わない組織

のみの変化は１回であった。 

一方で、施設開設からの経過年と組織・形態変化の関係

をみると、施設開設から10年以内に組織が変化したのは５

回、20年以内に６回（50%）変化し、形態は施設開設から

10年以内に18回、20年以内に49回（72%）変化していた。 

さらに、68回（32施設）の形態変化のうち、56回（29施

設）は平成15年以降に指定管理者制度へ変化していた。こ

のことより、形態の変化には指定管理者制度の創設が大き

く関係していると考えられる。 

2-4 住宅団地内に整備された複合公共施設の傾向 

本章では、昭和期に公的主体が開発し、自治体が存在を

把握している375団地のうち、79団地に立地する89の複合

公共施設を分析してきた。89施設の多く（82施設）は市町

村の所有施設であり、34施設は昭和期から運営されていた。 

開設時は、社会教育施設や図書館、庁舎機能（138/233）

が多く整備され、２～３機能を有する施設（70/88）が多

かった。また、機能が整備された際（施設開設時や機能追

加時）の組織・形態をみると、市町村の直営機能が169機

能（71％）と も多い。公社・公団によって運営されてい

た機能は２機能とわずかであった。 

施設開設時からの変化をみると、機能が変化した施設が

16施設（16/88：18％）、組織・形態が変化した施設が33施

設（33/83：40％）あった。機能・組織・形態の変化のう

ち、形態の変化が68回と も多く、形態変化の大半

（56/68）は指定管理者制度の導入による変化であり、平

成15年に指定管理者制度が創設された影響が大きいといえ

る。しかし、施設全体でみると、組織・形態が変化した施

設は４割程度である。また、機能が変化した施設は、組

織・形態が変化した施設の半数程度と少ない。これは、79

団地内の89施設には平成期に開設した施設が含まれており、

これらの施設は開設からの経過年が浅く、変化の必要性に

乏しいため変化施設数が少なかった可能性がある。 

加えて、機能・組織・形態それぞれの変化のうち、半数

以上の変化（機能は21/38、組織・形態は55/80）は、施設

開設から20年以内に生じていた。これは、開設から20年以

内の施設の機能・組織・形態が変化した場合、必然的に開

設から20年以内に生じた変化として集計されるため、開設

から20年以内の変化が多くなった可能性もある。 

30年以上の長期にわたり運営されている施設と開設から

間もない施設では、運営方針や施設の抱えている課題が異

なると考えられるため、施設開設年と変化の傾向の関係を

分析する必要があるといえる。そのため、次章では昭和期

に開設された34施設を長期にわたり運営されている施設と

して、施設の変化を詳細に分析する。その上で、昭和期に

開設された34施設と89施設全体の変化の傾向を比較する。 

 

３．昭和期に開設した施設の実態 

２章では、89施設全体をみると変化が生じた施設の割合

は低い一方で、開設から20年以内に半数以上の変化が生じ

ていたことが明らかになった。 

本章では、それらの傾向と施設開設年の関係をより詳細

に把握するため、長期にわたって運用されている昭和期に

開設された施設の変化を分析する。これにより、開設から

30年以上が経過した現在も維持されている施設の維持・管

理手法や工夫点が明らかにできる。平成期以降に開設した

施設は将来的に、昭和期開設施設と同様の課題に直面する

と考えられる。そのため、長期間運営されている昭和期開

設施設の実態を把握することは重要な視点と考える。 

3-1 昭和期開設施設が立地する団地の概要 
 昭和期に開設した34施設は33団地（施設No.9とNo.10が

同一団地内）に立地している（表４）。33団地はすべて線

引き都市計画区域内に立地していた。33団地が立地する25

市のうち、14市は立地適正化計画（以下、立適）を策定し

ており、14市に立地する19団地のすべてが都市機能誘導区

域（表４立適欄の都）もしくは居住誘導区域（表４立適欄

の居）に立地していた。また、22団地の用途地域(7)は住居

系、11団地は用途地域が商業系であった。11団地に立地す

る12施設は、商業系の用途地域に立地しており、団地の拠

点施設であると考えられる。 

団地の利便性を把握するため、団地周辺の鉄道駅・バス

停の整備状況(8)を整理した。鉄道駅まで徒歩15分圏内の団

地が18団地、徒歩30分圏内の団地が８団地、徒歩圏内に鉄

道駅がない団地が７団地であった。また、すべての団地の

追加 撤退 計 組織 形態 計 追加 撤退 計 組織 形態 計

~10 7 3 10 5 18 23 1 1 2 1 1 2

11~20 9 2 11 1 31 32 4 0 4 0 9 9

21~30 3 4 7 2 13 15 1 2 3 1 11 12

31~ 7 3 10 4 6 10 7 3 10 4 6 10

計 26 12 38 12 68 80 13 6 19 6 27 33

施設数 15 10 16※ 7 32 33※ 7 5 7※ 5 14 15※

※：施設数の合計値は追加・撤退のいずれか、もしくは組織・形態の
いずれかの変化が生じた施設数であるため、左欄の合計数とは異なる
場合がある。
値は変化の回数を表している（ただし、施設数は除く）。
施設数は対象の変化が生じた施設の数を表している。

組織・形態

施設全体

年数 組織・形態機能 機能

昭和期開設施設

表３ 施設開設後の変化 
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徒歩10分圏内にバス停があり(9)、鉄道駅へア

クセスすることができる。 

次に、団地の高齢化率(10)をみると、2019

年時点の全国平均28.4％より高齢化率が低い

団地が18団地、高い団地が15団地であった。

団地の高齢化率と利便性の関係をみると、高

齢化率が全国平均よりも低い18団地のうち、

徒歩30分圏内に鉄道駅がある団地は14団地、

周辺に鉄道駅がない団地は４団地であった。

高齢化率が全国平均よりも高い15団地のうち、

徒歩30分圏内に鉄道駅がある団地は12団地、

周辺に鉄道駅がない団地は３団地であった。

以上より、高齢化率が高い団地の利便性と高

齢化率が低い団地の利便性に大きな差は確認

できなかった。 

3-2 34施設の機能の変化 

 機能の変化に着目すると、７施設で機能が

19回変化(11)していた（表４）。そのうち５施

設は機能が複数回変化していた。追加による

変化は13回で、そのうち11 回は平成期にな

ってからの変化であり、撤退による変化は６

回で、そのうち５回は平成期になってからの

変化であった。さらに、施設No.9のみは撤退

と追加が同数生じていたが、残りの６施設は

機能数が増えており、多機能化していた。 

機能が変化した７施設中６施設（施設

No.32以外）は、全年齢対象の機能（老人福

祉施設、児童福祉施設、その他を除く機能）

を施設開設時に有しており、機能が変化した

後も全年齢対象の機能を１機能以上は有して

いた。以上より、開設時から全年齢が利用で

きる施設として維持されていると言える。さ

らに、施設開設からの経過年と機能変化の関

係をみると、開設から20年以内の変化が約３

割（６/19：32％）、それ以降の変化が約７割

（13/19：68％）であった（表３）。 

機能が変化した７施設のうち、高齢化率が

全国平均よりも高い団地に立地する施設が５

施設と大半を占めていた。このことを踏まえ

ると、機能が変化している施設は、高齢化率

が高い団地に立地している傾向があると考え

られる。 

3-3 34施設の組織・形態の変化 

組織の変化に着目すると、６回の組織変化

のうち、４回は市から他の組織に運営組織が

変わり、民間活力が導入されていた（表４）。

さらに、６回の変化のうち、５回は平成期に

なってからの変化であった。また、６回の変

化のうち、５回は組織と形態が同時に変化し

ており、組織のみの変化は１回のみであった。  

表４ 昭和期に開設された施設の詳細 

鉄道 バス 開設時 変化 組織 形態

旭川市 旭川圏 ◎ 居 5 〇 〇 25.7 1 〇 S59 社,図 市 直

苫小牧市 苫小牧圏 〇 ― 3 △ 〇 33.4 2 〇 S56 社,図,運 市 直→指H20

庁 市 直

社S49追

→H9撤

運S54追 市 直→指H18

社 S60撤 不明 不明

庁H7追 市 直

老H11追 公→非H25 直

直→業H10

   →指H18

岩手県 盛岡市 盛岡広域 ◎ 都,居 9 × 〇 39.6 6 × S56 児,老 市 直→指H21

都,居 3 × 〇 11.5 7 △ S59 社,図,庁 市 直

都,居 6 〇 〇 21.8 8 〇 S46 図,庁 市 直

社①,運① H23撤 市 他→指※S59

社②H28追 市 指

運②H28追 市 指

社 市 直

図 市 直→業H19

都,居 6 × 〇 26.6 11 ― S42 社,運 市 直

茨城県 神栖市 鹿島臨海 〇 ― 4 × 〇 15.8 12 △ S57 会,社,図 市 直

社 市 直

図 市→民H29 直→指H29

社,庁 市 直

図H13追 市→民H28 直→指H28

社,児,

老,庁

社 市 直

図 市 直→指H29

社 市 業→指H18

図 市 直

市→公S55 直→業S55

 →民H18    →指H18

図,庁 市 直

社 市→民H18 直→指H18

図,庁 市 直

図 市 指※→指H23

庁 市 直

会,図 市 指

庁 市 直

― 3 △ 〇 16.2 22 △ S58 図,運 市 直

― 3 〇 〇 23.9 23 △ S48 図,運 市 直

社① H20撤 市 直

図 市 直

社②H20追 市 直

庁H14追 市 直

愛知県 知立市 西三河 ◎ 都,居 3 〇 〇 12.4 25 〇 S62 図,資 市 直

八幡市 綴喜 〇 ― 9 △ 〇 32.1 26 ― S50 会,社,図 市 直

木津川市 相楽 〇 ― 5 〇 〇 22.4 27 〇 S61 社,老 市 直

社 他 業

児 市 直

老 他 他

社 他 業

老 他 他

― 1 △ 〇 34.6 30 〇 S58 社,図 市 直

― 1 〇 〇 20.1 31 〇 S63 社,老 非 業

他 H19撤 市 直

社H21追 市 直

児①H21追 市 直

児②H21追 他 他

社,庁 市 直

他H26追 市 直

会,社

運,他

図 市 直

自治体
都市計画
区域名

線
引
き

立適
組織・形態の変化用途

地域

公共交通機関 高齢
化率
(%)

施
設
No.

札幌圏 〇 ― 10 〇 〇

施設
方針

施設
開設
年

機能

4 ― S54

直

千歳市
千歳
恵庭圏

〇 ― 3 × 〇 33.8

35.4 3 △ S43 市

会,社,図 市

福島県

郡山市 ◎

9 ― S47

〇 43.5 5 ― S62石狩市 札幌圏 ◎ 居 10 ×

北海道

江別市

いわき市 いわき ◎
都,居

9 〇 〇

31.7

9 〇 〇 10 ― S53

県中

埼玉県

春日部市 春日部 ◎ 都,居 4 〇 〇 45.0

14 〇 S31

13 △ S61

入間市 入間 〇 ― 3 〇

直

― 5 〇 〇 29.5 16

34.4 15 ― S56 市― 9 〇 ―

〇 19.9

S55

― S56

松戸市 松戸 ◎

居 6 〇 〇

船橋市 船橋 〇

26.8 17 △ S61

18 △ S47

都,居 9 △ 〇 34.7 19 △

都,居 9 〇 〇 30.7

S51

社

流山市 流山 ◎ 都,居 9 S56〇 ― 15.5 21 〇

市原市 市原 ◎ 居 3 × 〇 5.0 20 △

東京都 青梅市 青梅 〇

静岡県 富士市 岳南広域 ◎ 都,居

千葉県

S58

京都府

大阪府

吹田市 北部大阪 ◎

居 6 △ 〇

1 △ 〇 30.4 24 〇

29 ― S61

富田林市 南部大阪 〇

19.7 28 ― S60

都,居 3 △ 〇 11.9

S46

山口県

下関市 下関 ◎ 都,居 9 〇 〇 17.6

〇 〇 37.4 32 〇奈良県 橿原市 大和 〇 ― 1

33 ― S48

岩国市 岩国 ◎ 都,居 10 〇
非 業→指H19

【線引き凡例】◎:線引き都市計画区域かつ立地適正化計画策定済　〇:線引き都市計画区域

【立適凡例】都:都市機能誘導区域を団地内に含む　居:居住誘導区域を団地内に含む　―:立適の策定なし
【用途地域凡例】1:第一種低層住居専用　3:第一種中高層住居専用　4:第二種中高層住居専用

　　　　　　　　5:第一種住居  6:第二種住居　　9:近隣商業   10:商業

【鉄道凡例】〇:施設の徒歩15分圏内に鉄道駅あり △:施設の徒歩30分圏内に鉄道駅あり ×:施設周辺に鉄道駅なし

〇 26.0 34 △ S57

市:市町村が指定管理者又は業務委託先であると回答したが、実際は別組織が運営していると考えられる

※:当時は指定管理者制度は存在していないが、現在の指定管理者制度と類似した手法で運営したと考えられる

【バス凡例】〇:施設の徒歩10分圏内に、鉄道駅にアクセス可能なバス路線のバス停あり

　　　　　　―:施設の徒歩2分圏内に鉄道駅あり
【高齢化率凡例】 　　　 :団地の高齢化率が全国平均（28.4％:2019年）と比べて高い団地

【施設方針凡例】〇:維持　×:廃止　△:個別方針に具体的な記載なし　―:施設の個別方針なし

【機能凡例】会:会議場　社:社会教育施設　図:図書館　資:資料館　運:運動施設　児:児童福祉施設

　　　　　　老:老人福祉施設　  庁:庁舎　  他:その他

            ①②:同じ機能区分であるが組織や形態が異なる　追:機能を追加　撤:機能が撤退した

　変化の記載例）昭和49年に社会教育施設が追加、平成9年に撤退:社S49追→H9撤
【組織凡例】市:市町村　公:公社・公団　非:非営利団体　民:民間企業　他:その他　→:別の組織へ変化

　変化の記載例）昭和55年に組織が市から公社・公団に変化、平成18年に民間企業に変化:市→公S55→民H18
【形態凡例】直:直営　指:指定管理者制度　業:業務委託　他:その他　→:別の形態へ変化

　変化の記載例）平成10年に形態が直営から業務委託に変化、平成18年に指定管理に変化:直→業H10→指H18
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形態の変化に着目すると、27回の変化(11)のうち、24回

は平成期になってからの変化であった（表４）。指定管理

者制度への変化（22回）のうち、４機能は業務委託へ変化

した後に指定管理者制度へ変化していた。これら４機能に

加え、平成15年以前から指定管理者制度と類似した手法で

運営されている３機能（表４の組織・形態の変化欄の※）

も指定管理者制度の創設以前から民間活力を導入していた

と考えられる。 

また、施設開設からの経過年と組織・形態変化の関係を

みると、開設後20年以内の変化は約３割（11/33：33％）、

それ以降の変化は約７割（22/33：67％）であった（表３）。

組織・形態が変化した15施設のうち、高齢化率が全国平均

よりも高い団地に立地する施設が11施設と大半を占めてい

た。以上より、組織・形態を変化させている施設は、高齢

化率が高い団地に立地している傾向があると考えられる。 

3-4 持続的に運営されている施設の運営手法 

 本章では、昭和期開設施設の施設変化を分析してきた。

昭和期開設施設が立地する団地のすべてに鉄道もしくはバ

スが整備されており、団地の半数以上（18/33）の高齢化

率は全国平均よりも低い。一方、団地の高齢化率と利便性

の関係をみると、高齢化率が高い団地と低い団地の利便性

に大きな差は確認できなかった。 

施設開設時からの変化をみると、機能が変化した施設が

７施設（７/34：21％）、組織・形態が変化した施設が15施

設（15/34：44％）であった。89施設全体の傾向と同様に、

組織・形態が変化した施設数は全体の半数に満たず、機能

が変化した施設は全体の２割程度と低かった。よって、施

設の運営年数に関係なく、変化がみられた施設は少ないこ

とが明らかになった。 

続いて、機能・組織・形態それぞれの変化のうち、約７

割（機能は13/19、組織・形態は22/33）は施設開設から21

年目以降に生じていた。施設全体の傾向は、開設から20年

以内に変化した機能が半数以上と多かったが、これは平成

期に開設された施設の変化（機能は15/21、組織・形態は

44/55）によって多かったといえる。加えて、昭和期開設

施設の変化の大半（機能は16/19、組織・形態は29/33）は

平成期に生じていた。よって、昭和期開設施設の多くは、

開設から21年目以降の平成期に変化していたことがわかる。 

施設の変化と立地する団地の高齢化率との関係をみると、

何らかの変化のあった施設（機能は5/7、組織・形態は

11/15）の多くは高齢化率の高い団地に立地していた。 

昭和期に開設した施設は長期にわたり運営されてきたが、

今後も維持される方針が示されている持続可能性のある施

設は11施設のみ(12)であった（図１、表４）。半数以上の施

設（22/34）に個々の施設に対する明確な方針が示されて

いない、もしくは個別の施設計画が公表されていなかった。

さらに、１施設は廃止の方針が示されていた。また、変化

がみられた18施設（機能は７施設、組織・形態は15施設）

のうち、今後も維持される方針が示された施設は４施設の

みであった。つまり、昭和期に開設した施設の運営や維持

に関する方針は、十分に検討されていない可能性がある。 

加えて、機能が変化した７施設に着目すると、今後も維

持する方針が示された施設は３施設のみであった。これら

の３施設は、施設を維持するために工夫しながら運営して

いると考えられる施設(13)であり、自治体も維持すべきと

認識しており、住宅団地内の複合公共施設を持続的に運営

していくために、他自治体にも参考となる事例と考える。 

 

４．機能を変化させつつ長期間運営している施設の実態 

 本章では、施設を維持するために工夫しながら運営して

きたと考えられる３施設の事例を詳しく分析する。 
4-1 着目する３施設の位置づけ 

 ３施設は、昭和期から長期にわたり運営され、今後も維

持するべきと自治体が位置づけている施設であり、施設開

設から機能を変えながら運営されている。機能の変化には、

施設の改修や増築などの金銭的負担を伴う場合が多いこと

から、新規需要獲得や課題解決のためなど、明確な目的を

もって運営手法を工夫してきたと推測できる。３施設の運

営面の工夫や施設変遷の経緯などを詳細に明らかにするこ

とで、住宅団地内の複合公共施設を持続的に維持・運営す

る上で活用できる知見が得られると考える。 

本章では、入間市の藤沢支所（表４中の施設No.14）、富

士市の富士見台まちづくりセンター（表４中の施設No.24）、

橿原市の白橿児童センター（表４中の施設No.32）の３施

設へのヒアリング調査(14)等から詳細な実態を分析する。 

4-2 藤沢支所（埼玉県入間市） 

 藤沢支所が立地する武蔵藤沢駅周辺は、西武池袋線沿い

に立地する住宅団地で、昭和61年から市施行の土地区画整

理事業として開発が進んでおり、令和３年に事業完了予定

である。団地内には「入間市コミュニティバスてぃーろー

ど」が運行しており、武蔵藤沢駅や藤沢支所など、団地内

の複数箇所にバス停が設置されている。居住人口の推移を

みると、2000年から2015年の間に人口が2443人、児童数が

130人増加している（表５）。一方で、高齢者数は15年間で

1625人増え、高齢化率は10.7％上昇しているが、高齢化率

は20％以下にとどまっている。以上より、団地の利便性は

高く、居住者獲得に成功している住宅団地といえる。 

藤沢支所は、公民館と藤沢村役場を有する施設として昭

和31年に開設し、武蔵町への編入を経て、入間市に編入し

た際に役場が支所となった。その後、老朽化に伴う建替え

を経て平成12年に運営を再開し、平成13年に図書館分館が

追加(15)された。また、藤沢支所・藤沢公民館・藤沢図書

館分館のいずれも、利用状況は良好であった(16)。 

4-3 富士見台まちづくりセンター（静岡県富士市） 

富士見台まちづくりセンターが立地する富士見台は、静

岡県が昭和45年から57年にかけて開発した住宅団地である。

団地内には、富士駅やバスターミナルである吉原中央駅を

発着する路線バスが運行している。居住人口の推移をみる

と、2000年から2015年の間に人口が1663人、児童数が625

人減少している（表５）。一方で、高齢者数は939人増え、
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高齢化率は21.6％上昇しており、15年間で人口減少・少子

高齢化が進行し、超高齢団地となっている。 

富士見台まちづくりセンターは、公民館と図書コーナー

を有する社会教育施設（教育委員会所管）として昭和58年

に開設し、平成４年に多目的ホールを増築、平成14年に市

民サービスコーナー（諸証明書発行）の機能を追加(17)し、

平成20年に社会教育施設から地区まちづくりセンター（市

長部局所管）に位置づけが変更された。多目的ホールや会

議室などの貸室は、利用登録している団体（富士市民が主

体）のみが利用可能であり、利用料は徴収していない。こ

の施設はすべての年代の市民が利用できる施設であるが、

主な利用者層は高齢者である。団地の居住人口は減少して

いるものの、高齢者数や高齢化率は増加しているため、施

設の利用状況は良好であった(18)。 

4-4 白橿児童センター（奈良県橿原市） 

白橿児童センターが立地する橿原ニュータウンは、近鉄

吉野線沿いに立地し、県住宅供給公社が昭和41年から61年

にかけて開発した住宅団地である。団地内には、大和八木

駅や橿原神宮前駅を発着する路線バスが運行している。居

住人口の推移をみると、2000年から2015年の間に人口が

2250人、児童数が817人減少している（表５）。一方で、高

齢者数は1900人増え、高齢化率は27.5％上昇しており、 

富士見台と同様に、15年間で人口減少・少子高齢化が進行

し、超高齢団地となっている。  

白橿児童センターは、橿原ニュータウンの開発による児

童数の増加に伴い、白橿南幼稚園として昭和46年に開設さ

れた。その後、団地内の児童数が減少し、白橿北幼稚園と

の統合に伴い平成19年に幼稚園が撤退し、平成21年に児童

センター、子育て支援センター、放課後児童健全育成施設

（学童）の機能を有する施設として再開(19)した。 

橿原市内には白橿児童センターの他に、児童館が２ヶ所、

子育て支援施設が１ヶ所存在するのみで、類似施設が少な

い。また、共働き世代の増加に伴う保育需要の増加により、

橿原ニュータウンでは少子化が進行しているにもかかわら

ず、施設の利用状況は良好であった(20)。 

4-5 ３施設の共通点と課題 

住宅団地内の複合公共施設を持続的に運営していく際に

活用できる知見を得るため、運営手法が参考になると考え

られる３施設の共通点や特徴を整理した（表５）。藤沢支

所は図書館機能を、富士見台まちづくりセンターは証明書

発行機能を新たに追加し、白橿児童センターは幼稚園であ

ったときは利用できなかった放課後の時間帯を利用できる

施設へと変化していた。つまり、機能の変化前は有してい

なかった新たな用途や、利用できなかった時間帯を補完す

る機能を追加することで、従前の機能のみでは得られなか

った新たな需要（＝施設利用者）を獲得していた。 

また、３施設の利用状況は良好であることが、ヒアリン

グ調査や統計書、施設提供資料により明らかになった。藤

沢支所は、利便性の高い鉄道路線沿いに位置しているとい

う立地特性を有する上で、利用対象者の多い全年齢対象の

機能を３機能設置していた。富士見台まちづくりセンター

は、主な施設利用者層である高齢者の人口が団地内で増え

ているため、利用状況は良好であった。白橿児童センター

は、近年の社会情勢の変化による保育需要の増加に伴った

児童施設・子育て支援施設の利用需要を獲得していた。こ

れらの理由から、それぞれの施設の利用状況は良好である

と、施設や自治体も認識していることがわかった。 

機能変化の経緯としては、藤沢支所は施設の老朽化に伴

う施設建替え、富士見台まちづくりセンターは市の施設整

備方針により、白橿児童センターは団地の少子化に伴う幼

稚園の統廃合が要因となり、機能が変化していた。以上よ

り、新たな利用者獲得を明確に意図して、能動的に機能を

変化させていた施設は存在しなかった。 

さらに、富士見台まちづくりセンターと白橿児童センタ

ーは、利用者層が特定の年代に偏っており、施設の持続可

能性という点で課題を抱えていた。富士見台まちづくりセ

ンターは、利用者がさらに高齢化した際、施設のバリアフ

リー化が進んでいないことなどを理由に、高齢者が施設を

利用しなくなる可能性があると、運営組織は懸念している。

また、施設提供資料をみると、多目的ホールの利用率は高

いものの、その他の貸室は月間利用率が50％を超える月は

少なく、施設全体の利用率が堅調であるとは言い切れない。

さらに、高齢者人口が増加しているとはいえ、主な利用者

層が高齢者のみという施設運営を継続していくことが、団

地内にある複合公共施設が提供する公共サービスとして妥

当であるか疑問である。白橿児童センターも同様に、団地

の児童数が減少している状況下で、児童と保護者のみを利

用対象者としている現在の施設運営が継続していけるのか

懸念があると考える。 

 

５．まとめ 

 ２章では昭和期に公的主体が開

発した住宅団地にある89施設全体

の傾向を、３章では昭和期開設の

34施設の傾向を分析した。その結

果、昭和期開設施設、平成期開設

施設ともに、組織・形態が変化し

た施設は半数に満たず、機能が変

化した施設は、組織・形態が変化

表５ ３施設の詳細な状況 

施設名 藤沢支所 富士見台まちづくりセンター 白橿児童センター

（所在地） （埼玉県入間市） （静岡県富士市） （奈良県橿原市）

変化の経緯
老朽化による施設
建替えのため

市内の類似施設と
機能を統一するため

幼稚園が統廃合により
撤退したため

利用可能年齢 全年齢 全年齢（主な利用者:高齢者） 児童・保護者

施設の利用状況 良好 良好 良好

団地名称 武蔵藤沢駅周辺 富士見台 橿原ニュータウン

隣接する鉄道路線 西武池袋線 ― 近鉄吉野線

居住人口 （2000年→2015年） 10622人→13065人 6682人→5019人 9955人→7705人

児童数（2000年→2015年） 1794人→1924人 1345人→720人 1498人→681人

高齢化率（2000年→2015年） 9.2％→19.9％ 8.8％→30.4％ 9.9％→37.4％

【機能の変遷凡例】黒枠:施設開設時の機能　黒字:変化がない機能　追加機能　撤退機能

団
地

施
設

機能の変遷 図書館
証明書発行

まちづくりセンター
支所

公民館

児童センター

子育て支援センター

放課後児童健全育成施設
幼稚園

公民館

図書コーナー
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した施設の半数以下と少なかった。さらに、昭和期開設施

設の変化の多くは開設から21年目以降に、平成期開設施設

の変化の多くは開設から20年以内に生じていた。また、変

化のほとんどは平成期に生じていた。 

昭和期から長期にわたり運営されている34施設の施設情

報や施設が立地する団地情報をみると、34施設が立地する

団地のすべてに、拠点もしくは住宅地として整備・維持さ

れる方針が示されていた。団地の利便性や拠点性を保つた

めには、複合公共施設の維持・活用が必要不可欠であると

考えるが、具体的かつ明確に維持の方針が示されている施

設は11施設と多くなかった。立適や都市マスなどの計画で

居住を誘導する住宅団地と位置づけている以上、団地内の

施設にも維持の方針を明確に示すべきである。このことを

踏まえると、立適や都市マスなどの空間計画と公共施設等

総合管理計画をはじめとする施設計画の間で、計画内容上

の連携が必要と考える。 

また、４章で分析した３施設には、個々の施設の運営状

況に応じて戦略的・自発的に機能を変化させた事例はなか

った。３施設は、需要の獲得とは別要因によって機能を変

化させ、副次的効果として新規利用者層を獲得していた。

しかし、将来の人口減少や少子高齢化が深刻化した状況下

でも、本研究で明らかになったような施設需要の獲得を意

図せずに受動的に機能を変化させるだけで、利用者が獲得

できるという保証はない。むしろ、富士見台まちづくりセ

ンターと白橿児童センターは、特定の年代が利用者層に偏

っているために、今後の持続性に課題を抱えていた。 

そこで、今後も団地内の複合公共施設を維持していくた

めには、特定の年代だけではなく、すべての年代が利用で

きる施設として整備することが必要であると考える。藤沢

支所のような全年齢が利用可能な施設は、将来、住宅団地

内で特定の年齢層の人口が減少したとしても、施設の利用

者を一定数保持することができると考える。また、富士見

台まちづくりセンターはすべての年代が利用できる施設で

あるが、実際の利用者層は高齢者であった。新たに全年齢

が利用する機能を加える、もしくは現在の機能の運営形態

を改善し、全年代が利用する機能に変化させることで、今

後も長期にわたり団地に居住していくと考えられる若年層

を利用者層に加えられる。さらに、白橿児童センターのよ

うな特定の年齢層のみを利用対象としている施設は、対象

の年齢層の人口が減少した際、施設の利用需要も低下して

しまうが、全年齢が利用する機能を設置することで、施設

の需要がなくなる状況を防ぐことができると考える。 

今後、団地内の複合公共施設は老朽化対策など、施設需

要の獲得とは別の要因によって機能が変化する可能性が高

い。その際に、支所や公民館、図書館、会議場など、全て

の年代が利用できる機能も含めた施設にすることで、団地

内の複合公共施設を持続的に維持していくことができると

考える。 
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【補注】 

(1) 単独の施設の屋内に複数の機能を有している公共施設を

複合公共施設と定義した。ただし、事務所等の一般市民

が利用できない機能は対象から除外している。また、年

齢制限がある機能を有する場合は、対象年齢の異なる機

能と複合し、複数の年代が利用できる施設のみを対象と

している。加えて、利用者の年齢制限がなく、本の貸出

をしている施設のみ、図書館機能を有しているとした。 

(2) 2019年11月～12月に、562団地が立地する301市町村の土

地区画整理事業を取り扱う部局に調査票を郵送し、対象

団地の有無や位置情報を問い合わせた。対象団地が存在

する場合は、同封した複合公共施設に関する調査票を公

共施設の運営・整備状況を把握している部局へ転送して

もらい、団地に立地する複合公共施設の有無や施設情報

を問い合わせた。回答は郵送・FAX・メールのいずれかで

回収し、235市町村から回答を得た。そのうち有効回答は

231件（231/301、76.7%）であった。 

(3) 自治体の回答のうち、単一機能のみの施設や公的機能を

有していないなど、明らかに複合公共施設ではない施設

は集計から除外している。 

(4) 一般社団法人公共建築協会が公開している「施設用途分

類表」の小分類のうち、本研究で対象としない用途（公

園等の屋外機能や一般市民が利用できない用途など）を

除外した12の機能区分に機能を分類した。機能区分は、

会議場、社会教育施設、図書館、展示場施設、美術館、

資料館、運動施設、レクリエーション施設、児童福祉施

設、老人福祉施設、庁舎、その他である。また、複数の

機能が同じ機能区分に属し、かつ組織と形態が一致して

いる場合は、１機能として集計した。 

(5) 施設に新しい機能が増えた場合を追加、施設から既存の

機能が無くなった場合を撤退として、各機能の変化を分

類し、整理した。 

(6) 機能の変化による組織・形態の変化は含まない。 

(7) 団地内に複数の用途地域が指定されている場合、対象の

複合公共施設が立地する地点の用途地域を表４の用途地

域欄に記載している。 

(8) 対象の複合公共施設から鉄道駅・バス停までの時間で判

断している。 

(9) ２団地（表４公共交通機関：バス欄の－）は徒歩２分圏

内に鉄道駅があり、バスで鉄道駅へ行く必要がない。 

(10)団地居住者の年代別の人口はe-statの統計GISを用いて、

2000年～2015年の国勢調査小地域データを集計し、算出

した。集計単位は小地域（町丁・字等別）とし、１つの

小地域の半分以上の面積が団地の範囲に含まれている小

地域を集計範囲として選択している。ただし、１つの小

地域の半分以上の面積が団地の範囲に含まれていない場

合でも、団地全体の面積の半分以上が当該小地域に含ま

れている場合は、集計範囲として選択している。 
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(11)１度に複数機能が変化している場合は、複数回変化した

と集計している。例えば、施設No.9の社①と運①の２機

能がＨ23に撤退している場合は、２回変化したと集計し

ている。 

(12)施設が立地する団地と施設の双方に、維持の方針が明確

に示されている施設のみを今後も持続的に維持される施

設としている。維持の方針が示された団地を抽出するた

め、33団地が立地する自治体が策定した立適と都市計画

マスタープラン（以下、都市マス）の将来構想図等を確

認し、拠点や住宅地などに位置づけられている団地を今

後も維持される団地とした。33団地を確認したところ、

立適の都市機能誘導区域もしくは居住誘導区域内に立地

する19団地に加え、立適を未策定の自治体に立地する団

地は、都市マスの地域別構想などで、地域の生活拠点や

居住を誘導・集約するゾーン、良好な住宅地として整備

していく方針が示されていることが確認できた。したが

って、34施設が立地する33団地のすべてが維持されてい

くと計画で示されていた。一方で、維持の方針が示され

た施設を抽出するため、自治体が策定した公共施設等総

合管理計画や個別施設計画等の施設計画を確認し、それ

ぞれの施設に示されている方針を確認した。ここでは、

個別施設に対し明確に維持する方針が示されている、も

しくは施設の更新・改修時期が「2020年～2030年改修工

事実施」などのように、明確に示されている施設のみを

維持する方針のある施設としている。34施設のうち、維

持する方針のある施設は11施設（表４の施設方針欄が〇）

であった。また、11施設（表４の施設方針欄が△）は、

個別施設の方針は示されているが、「今後施設のあり方を

検討していく」など曖昧な文言のみが示されており、更

新時期も明示されていなかった。さらに、11施設（表４

の施設方針欄が－）は、施設用途別の方針は示されてい

たが、施設ごとの個別方針は示されていなかった。つま

り、34施設中22施設（表４の施設方針欄が△と－）は、

具体的な施設整備計画などが決まっていない、もしくは

検討されていない可能性がある。加えて、１施設（表４

の施設方針欄が×：施設No.6）は、廃止の方針が示され

ていた。 

(13)機能を運営するための組織・形態の変化（代表的なもの

は指定管理者制度の導入など）といったソフト面の工夫

ではなく、施設の改修や増築等を伴う施設機能の変化と

いったハード面の工夫に着目する。このため、維持する

方針が示されており、施設開設から現在までに機能が変

化した３施設が、施設を維持するために工夫しながら運

営していると考えられる施設とした。 

(14)富士見台まちづくりセンターは2020年11月19日、白橿児

童センターは2020年11月26日、藤沢支所は2020年12月25

日に、施設と市の担当課に対してヒアリング調査を実施

している。内容は、機能が変化した経緯、施設の利用状

況、施設の工夫点と課題点、今後の方針などである。 

(15)施設建替えの時期に、市で図書館分館を整備する計画が

進んでいたこと、地域の教育拠点として図書館分館の建

設を求める住民運動が起こったことに伴い、施設建替え

の際に図書館分館が設置された。 

(16)令和元年度入間市統計書の施設利用状況によると、藤沢

支所は本庁に次いで証明書等の発行件数が多く、藤沢図

書館分館は本館に次いで貸出数・利用者数が多かった。

さらに、藤沢公民館は市内の公民館の中で も利用回

数・利用人数が多かった。加えて、ヒアリング調査で施

設・自治体から、施設は十分に利用されていると回答を

得たことから、利用状況は良好であると判断した。 

(17)多目的ホールや市民サービスコーナーは、市内すべての

地区まちづくりセンターに同様の機能を整備するという

市の方針により、施設の延べ床面積、保有機能を統一す

るために追加された。 

(18)施設提供資料によると、 も稼働率が高い貸室は多目的

ホールであり、2019年度に も利用された７月の午前中

は稼働率が100%であった。その他の月でも時間帯別の稼

働率は常に65％を上回っていた。ただし、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けた2020年3月は除いている。加

えて、ヒアリング調査で施設は十分に利用されていると

回答を得たことから、利用状況は良好であると判断した。 

(19)幼稚園撤退後も子育てや教育のために施設を活用してほ

しいと住民が要望したこと、幼稚園の間取りを変えるこ

となく施設を再利用できることから、これらの３機能が

設置された。 

(20)平成28年度から令和元年度の白橿児童センター、放課後

児童健全育成施設の利用状況（施設提供資料より）をみ

ると、毎年7000人以上の児童や保護者が施設を利用して

おり、定員が39人の放課後児童健全育成施設には毎年28

～50人の児童が登録していた。また、令和元年度の子育

て支援センターの利用状況（施設提供資料より）をみる

と、１年間で13000人以上の児童・保護者が施設を利用し

ていた。加えて、ヒアリング調査で施設は十分に利用さ

れていると回答を得たことから、利用状況は良好である

と判断した。 
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